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令 和 ２ 年 ２ 月 ６ 日  

建設水道常任委員会資料 

都市整備部建築指導課 

 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 
の一部を改正する法律」等の概要等について 

 

我が国のエネルギー需給構造の逼迫の解消や、地球温暖化対策に係るパリ協定の

目標達成のため「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正す

る法律」（以下「建築物省エネ法」）が令和元年５月１７日に公布され、一部が令和

元年１１月１６日から施行しており、残りは公布から２年以内に施行される予定で

あります。また、地球温暖化対策の一環である「都市の低炭素化の推進に関する法

律」（以下「エコまち法」）についても評価方法について、建築物省エネ法と足並み

をそろえるための告示改正を令和元年１１月１６日から施行しております。 

これら建築物省エネ法等の改正の概要並びに同法等改正に伴う宇治市建築基準

法等関係事務手数料条例の考え方について報告いたします。 

 

１．法及び関係規定の改正の概要（※････手数料条例改正の対象） 

「建築物省エネ法」関係 

  １）オフィスビル等に係る措置の強化 

  ２）複数の建築物の連携による取組の促進 ※ 

  ３）マンション等に係る計画届出制度の審査手続の合理化 

  ４）戸建住宅等に係る省エネ性能に関する説明の義務付け 

  ５）大手住宅事業者の供給する戸建住宅等へのトップランナー制度の全面展開 

  ６）住宅の省エネ性能の簡素な評価方法の追加（同法省令改正による。） 

   ① 共同住宅の共用部分を評価しない方法の追加 ※ 

   ② 住宅の簡易評価方法（モデル住宅法）の追加 ※ 

「エコまち法」関係 

  ７） 上記６）①と同じ（同法告示改正による。）※ 
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２．法等改正に伴う認定等の事務手数料の改正 

  「建築物省エネ法」とその省令及び「エコまち法」告示の改正に伴い、手数料

条例に次に掲げる事項を追加いたします。 

「建築物省エネ法」関係 

  １）関係 ２年以内施行のため今回の変更は無し。 

  ２）関係 追加変更をする。 

   ・ 複数の住宅・建築物の連携による省エネ性能向上計画認定申請について、

棟毎の認定手数料の合計を全体の認定手数料として徴収する。 

   ・ 複数の住宅・建築物の連携により省エネ性能向上計画認定を受けた場合

に、「エネルギーの供給を受ける他の建築物」の適合性判定手数料を減額

する。 

  ３）関係 手数料に係る変更では無い。 

  ４）関係 手数料に係る変更では無い。 

  ５）関係 手数料に係る変更では無い。 

６）①関係 追加変更をする。 

・ 共同住宅について、共用部分を評価しない場合は、認定手数料算定対象

面積から共用部分の面積を除く。 

６）②関係 追加変更をする。 

・ 住宅について、簡易評価方法（モデル住宅法）により評価された場合の

認定手数料を設定する。 

「エコまち法」関係 

  ７）関係 追加変更をする。 

・ ６）①関係と同じ改正をする。 

 

３．今後のスケジュール 

  宇治市建築基準法等関係事務手数料条例に上記手数料を改正・追記し３月議会

議案として提出する予定です。 
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４．添付資料 

  国土交通省「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」 

国土交通省「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正す 

る法律」 

  国土交通省「建築物エネルギー消費性能向上計画認定の対象の拡大」 

  国土交通省「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」 



 
省エネ性能向上計画の認定によるその他のメリット  

・認定申請とあわせて建築確認申請の申し出ができる。 

・省エネ適合性判定を受けたもの、又は、届出がされたものとみなす。 

制度の概要 
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 法の概要 



 

１) 

２) 

３) 

４) 

５) 

５
 

法律改正の概要 



 
２)関係・法律改正 
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申請建築物 

他の建築物 

他の建築物 



 ６)関係・省令改正 

「都市の低炭素化の促進に関する法律」７)関係・告示改正も同様  
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